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本
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の
採
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案
の
と
お
り
可
決

●
令
和
２
年
度
大
竹
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
５
号
）
に
つ
い
て

本会議へ

配備予定の防火服

大竹小学校で使用されているタブレット

第 3 回  定 例 会
Ｑ  

私
立
保
育
所
等
委
託
事
業
に
つ
い

て
、
大
竹
市
の
待
機
児
童
の
現
状
に
つ
い

て
伺
う
。
ま
た
、
小
規
模
保
育
事
業
者
の

選
定
条
件
に
つ
い
て
問
う
。

A  

令
和
２
年
４
月
時
点
で
、
国
の
定
義

す
る
待
機
児
童
は
０
人
で
あ
る
。た
だ
し
、

特
定
の
保
育
所
を
希
望
す
る
な
ど
、
私
的

理
由
の
待
機
児
童
は
５
人
で
あ
る
。

　
小
規
模
保
育
事
業
者
の
選
定
条
件
に
つ

い
て
は
、
大
竹
市
子
ど
も
・
子
育
て
会
議

に
諮
問
し
、
市
が
決
定
す
る
。
原
則
的
に

は
法
令
や
条
例
に
則
し
て
基
準
を
満
た
し

て
い
れ
ば
認
可
に
な
る
が
、
今
行
っ
て
い

る
保
育
所
の
再
編
に
よ
り
、
3
歳
末
満
児

の
保
育
需
要
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
間

は
、
認
可
を
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て

い
る
。

Ｑ  

令
和
２
年
度
は
宝
く
じ
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
事
業
助
成
金
（
地
域
防
災
組
織
育

成
）
で
28
着
の
防
火
服
を
配
備
す
る
こ
と

で
、
当
初
の
整
備
計
画
の
前
倒
し
に
な
る

の
か
。

　
ま
た
、
防
火
服
の
配
備
は
消
防
団
か
ら

の
要
望
が
あ
っ
た
の
か
問
う
。

A  

防
火
服
は
令
和
６
年
度
ま
で
に
88
着

を
配
備
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
宝
く
じ
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
事
業
助
成
金
に
よ
っ
て
、
28

着
分
の
防
火
服
を
予
算
計
上
し
て
い
る
の

で
、
整
備
計
画
を
前
倒
し
で
配
備
す
る
こ

と
を
考
え
て
い
る
。

　
ま
た
、
要
望
で
は
な
く
、
消
防
団
の
安

全
面
を
配
慮
し
優
先
的
に
配
備
し
た
。

Ｑ  

債
務
負
担
行
為
の
補
正
で
、小
学
校
、

中
学
校
の
学
習
用
端
末
（
タ
ブ
レ
ッ
ト
）

の
借
り
上
げ
に
要
す
る
経
費
が
計
上
さ
れ

て
い
る
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
が
あ
る
中
、
台
数
は
確
保
で
き

る
の
か
問
う
。

A  

児
童
生
徒
全
員
分
と
教
職
員
分
で
約

２
千
台
の
借
り
上
げ
を
予
定
し
て
い
る
。

厳
し
い
見
方
が
あ
る
中
で
、
何
と
か
確
保

で
き
る
と
聞
い
て
い
る
。
今
年
度
中
に
予

定
通
り
整
備
し
た
い
。

Ｑ  

学
習
用
端
末
に
関
し
て
、
他
市
町
で

は
家
庭
で
の
W
i
‒
F
i
環
境
を
調
査

し
て
補
助
金
を
出
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業

の
準
備
を
し
て
い
る
が
、
大
竹
市
は
新
型

コ
ロ
ナ
の
第
２
波
に
備
え
た
計
画
は
あ
る

の
か
問
う
。

A  

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
第

２
波
に
備
え
た
計
画
に
つ
い
て
は
、
広
島

県
立
学
校
で
導
入
し
て
い
る
ジ
ー
ス
イ
ー

ト
と
い
う
無
料
の
学
習
用
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
し
て
、
学
校
と
生
徒
１
人
１

人
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
つ
な
げ
る
シ
ス
テ
ム

の
準
備
を
行
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
家
庭
の

W
i
‒
F
i
環
境
や
端
末
機
器
の
状
況

に
つ
い
て
、調
査
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

Ｑ  

学
習
用
端
末
の
運
用
に
あ
た
っ
て
、

著
作
権
や
肖
像
権
な
ど
に
留
意
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
が
、
大
竹
市
の
考
え
を
問

う
。

A  
教
職
員
の
研
修
の
内
容
と
し
て
、
学

習
用
端
末
の
使
い
方
な
ど
の
技
術
面
だ
け

で
な
く
、
著
作
権
や
肖
像
権
の
問
題
に
つ

い
て
も
取
り
入
れ
て
い
き
た
い
。

●
そ
の
他
の
議
案　
１
件

採
決
の
結
果
、
す
べ
て
の
議
案
が

原
案
の
と
お
り
可
決
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生
活
環
境
委
員
会

　
　
　
　
主
な
審
査
内
容

●
大
竹
市
手
数
料
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

●
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

●
大
竹
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
及
び
大
竹
市
特
定
教
育
・
保

育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業

の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
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本
会
議
で
の
採
決
の
結
果

　
　
　
　
　
　
原
案
の
と
お
り
可
決

本会議へ

第 3回定例会は、令和 2年 6月 9日〜 23日の 15日間行われました。
詳細については、令和 2年 9月ごろに本会議録が製本されますので、市ホームページ、
市情報公開コーナー、図書館等でご覧ください。市ホームページから録画中継もご覧いただけます。

Ｑ  

住
民
票
を
発
行
し
て
も
ら
う
際
に
、

同
じ
手
数
料
で
も
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
等
が
記

載
さ
れ
る
場
合
と
、
記
載
さ
れ
な
い
場
合
が

あ
る
。
交
付
申
請
時
に
お
け
る
、
記
載
事
項

に
関
す
る
窓
口
対
応
に
つ
い
て
問
う
。

A  

住
民
票
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記

載
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
住
民
基
本
台

帳
法
上
で
は
基
本
的
に
、
住
所
・
氏
名
・

生
年
月
日
・
性
別
を
記
載
す
る
こ
と
が
原

則
と
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
他
の
項
目
を
記
載
す
る
場
合
は
、

窓
口
で
申
請
者
に
、
必
要
な
項
目
を
伺

い
、
確
認
し
た
う
え
で
、
発
行
を
し
て
い

る
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
も
、
申
請

者
が
必
要
で
あ
る
場
合
の
み
記
載
を
し
て

い
る
。

Ｑ  

今
回
の
条
例
改
正
に
よ
る
、
具
体
的

な
変
更
点
や
、
大
竹
市
に
お
け
る
影
響
な

ど
に
つ
い
て
問
う
。

A  

一
点
目
は
、
地
域
型
保
育
事
業
所
の

『
連
携
施
設
』
に
関
す
る
改
正
で
あ
り
、

そ
の
条
件
を
緩
和
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

　
現
在
、
地
域
型
保
育
事
業
所
は
、
そ
の

保
育
事
業
を
支
援
す
る
『
連
携
施
設
』
を

確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
確
保
が
全
国
的
に
課
題
と
な
っ

て
い
る
。

　
市
町
村
が
、
地
域
型
保
育
事
業
所
の
卒

園
児
を
、
先
行
し
て
入
所
受
付
や
、
入
所

審
査
す
る
『
先
行
利
用
調
整
』
な
ど
の
方

法
に
よ
り
、
地
域
型
保
育
事
業
所
の
卒
園

児
へ
の
保
育
提
供
を
確
保
で
き
る
の
で
あ

れ
ば
、
卒
園
後
の
受
け
入
れ
先
の
確
保
を

不
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
お
も
に
大
都
市
部
な
ど
の
地

域
に
関
わ
る
条
件
緩
和
で
あ
り
、
大
竹
市

の
現
状
で
は
、
３
歳
以
上
の
定
員
に
余
裕

が
あ
る
た
め
、
影
響
は
少
な
い
と
考
え
て

い
る
。

　
二
点
目
は
、
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
に

関
す
る
改
正
で
あ
る
。

　
こ
の
事
業
の
利
用
に
は
、
３
歳
未
満
の

保
育
を
必
要
と
す
る
乳
幼
児
で
あ
り
、
障

害
・
疾
病
の
程
度
が
重
い
た
め
、
集
団
保

育
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
な
ど
、
要

件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
、
保
護

者
が
疾
病
や
障
害
な
ど
に
よ
り
子
ど
も
を

養
育
す
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
も
利
用
で

き
る
よ
う
、要
件
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

Ｑ  

本
件
の
路
線
を
市
道
認
定
す
る
こ
と

に
な
っ
た
経
緯
・
延
長
・
幅
員
及
び
、
市

道
路
線
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
の
メ
リ
ッ

ト
に
つ
い
て
問
う
。

A  

当
該
路
線
は
平
成
30
年
度
か
ら
広
島

県
で
行
っ
た
治
山
事
業
に
お
い
て
、
仮
設

の
工
事
用
道
路
と
し
て
拡
幅
さ
れ
、
使
用

さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
工
事
完
了
後

は
元
に
戻
す
予
定
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
地
元
の
市
民
か
ら
、
そ
の
ま

ま
道
路
を
残
し
て
ほ
し
い
と
の
要
望
が
あ

り
、
経
過
地
で
あ
る
廿
日
市
市
と
協
議
を

行
い
、
大
竹
市
が
維
持
管
理
す
る
市
道
路

線
と
し
て
、
認
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

　

ま
た
、
道
路
の
延
長
は
54
メ
ー
ト
ル
、

幅
員
は
３
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

　
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、
地
方
交
付
税
の

算
定
に
用
い
る
、
基
礎
数
値
に
算
入
さ
れ

る
こ
と
や
、
自
然
災
害
な
ど
で
被
災
し
た

場
合
、
復
旧
事
業
費
に
対
し
て
、
国
庫
負

担
金
の
交
付
対
象
と
な
る
点
で
あ
る
。

●
そ
の
他
の
議
案　
１
件

採
決
の
結
果
、
す
べ
て
の
議
案
が

原
案
の
と
お
り
可
決
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